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三
瀦
博
士
著
『
獨
逸
法
律
類
語
異
同
辮
」

野

津

務

一

東
京
帝
國
大
學
教
授
三
潴
信
三
博
士
は
、
最
近
、『
獨
逸
法
律
類
語
異
同
欝
』
を
著
述
せ
ら
れ
た
。
博
士
は
、
人
も
知
る
ご
と
く
・

諸
大
學
に
於
て
獨
逸
法
及
び
民
法
を
講
ぜ
ら
れ
、
民
法
に
關
…す
る
著
書
も
多
く
、
洛
陽
の
紙
慣
を
高
か
ら
し
め
て
居
ら
れ
る
こ
と
、

今
更
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
獨
逸

法
は
、
す
で
に
、
三
十
飴
年
の
永
き
に
亘
つ
て
研
究
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
我
が
注
學

界
に
於
け
る
斯
學
の
最
高
権
威

で
あ
ら
れ
る
。
否
な
、
猫
り
、
我
が
國
に
於
け
る
斯
學
の
誉
宿
で
あ
ら
れ
る
の
み
な
ら
す
、
世
界

に

於
け

る
有
数
の
権
威
者
で
あ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
獨
逸

政
府
が
過
般
新

に
制
定
し
た
E
h
r
e
n
z
e
i
c
h
e
n

た

る
黒
鷲
十
字
章
を
・

獨
逸

駐
日
大
使
を
経
て
、
受
領
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
此
の
功
労
章
は
、
學
術
的
に
功
労
あ
る
學
者
に
対
し

、
最
高

の
名
答
表
彰

の
爲
め
に
、
あ
た

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
ら
れ
た
最
初
の
墨
者
は
、
世
界
に
お
い
て
、
實
に
、
我

が
三
潴
博
士
で
あ
る
。

本
書
は
、
博
士
の
多
年
に
亘
り
讃
破
せ
ら
れ
た
獨
逸
法
學
書
の
中
か
ら
、
類
語
を
集
録
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
簡

明
な
る
解
説
を
附
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
獨
逸

法
、
特
に
狸
逸
私
法
の
研
究
上
の
副
産
物
と
し
て
、
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
曾

つ
て
、
法
學
新
報
第
四

三
潴
博
士
著
『
獨
逸法
律
類
語
異
同
舞
』
(野
津
)

(第
六
巻

第
二
跣

二
四
七
)

一



十
凶
巻
第
二
號
乃
至
第
四
十
五
巻
第
五
號
に
連
載
さ
れ
た
も
の
に
、
多
数
の
類
語
を
加

へ
ら
れ
、
解
設
、
設
例
等
に
も
多
少
の
修
正

を
施
さ
れ
、
こ
れ
に
緻
密
な
る
索
引
を
附
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
類
語
の
項
目
は
、
百
四
十
八
項
目
に
及
び
、

こ
れ
を
二
百
十
二
頁

に
牧
め
て
あ
る
。

二

本
書

の
内
容
の

一
端
を
紹
介
す

る
爲
め
に
、
先
づ
、

に
関
係

あ
る
部
分
を
拾
つ
て
見
や
う
。

男
¢。耳

に
は
、

と
同
様
に
、
客
観
的
意
義
と
主
観
的
意
義
と
が
あ
り
、『
法
』
と

『権
利
』
と
二
つ
の
章
義
を

有
す
る
が
、

叉
は

は
、

の
中
の
…権
能
を
童
味
す
る
。
我
が
民
法
第
二
〇

六
條
は
、『
所
有
物
ノ

使
用
、
牧
釜
及
ヒ
庭

分
ヲ
爲

ス
権
利
ヲ
有

ス
』
と
い
つ
て
、

所
有
椹

か
ら
生
す
る
使
用
、
牧
盆
、
盧
分
の
樺
能
を
、

『
椛
利
』
と
し

て
、
独
立

の
権
利

の
ご
と
く
、
取
扱

つ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
差
支
な
く
、
恰
か
も
或
る
権
利
と
こ
れ
か
ら
生
す

る
請
求

椹
と
の
関
係

と
同

一
で
あ
る

(八
〇
頁
)。

は
、

と
同
じ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
共

の
外
に
、
少
く
と
も
、
次
の
三

つ
の
童
義
を
有
す
る
も

の
と
せ
ら
れ
る
。
第

一
に
、
慣
習
法
に
対
し

て
、
『
成
文
法
』

と
い
ふ
の
意
義
で
あ
る
。
第

二
に
、
勅
令
、閣
令
、

省
令
等
の
命
令
に
対
し

て
、
議
會
の
協
賛
を
要
件
と
す
る
成
文
法
、す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
狭
義
の
法
律
の
意
義
で
あ
る
。
策
三
に
、
す

べ
て
の

を
総
樽
す
る
の
意
義
で
あ
る
。
た
と
.へ
ば
、
獨
逸

民
法
施
行
法
第
日二
條
に
、

と
い
ふ
の
は
、

こ
れ
で
あ
る
。

此
の
條
文
に
お
け
る
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は
、
中
央
及
び
地
方
の

一
切
の
成
文
法
規
及
び
慣
習
法
を
含
み
、
私
法
人
た
る
社
團
、
財
團
の
定
款
、
害
附
行
爲
及

び
法
律
行
爲
に
依
つ
て
作
ら
れ
た
規
範
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
で
、

で

は
な
く
、
む
し
ろ
、

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
從
つ
て
、
成

文
法
規
と
慣
脅
法
規
と
の
総
構
た
る
意
味
に
お
い
て
、『
法
規
』
と
い
ふ
こ
と
は
差
支
な
い
が
、
慣
、習
法
を
除
外
す
る
意
味
に
お
い
て

の
法
規
と
解
す
べ
き
で
は
な
い

(
八

一
頁
)。

-

は
、
『
権
利
を
輿

へ
る
こ
と
』
『権
利
あ
る
こ
と
』
、
從

つ
て
、『
権
利
』
と
い
つ
て
も
よ
い
。

は
、
『
構
原
』
、

は
、
『
権
利
叉
は
資
格
の
證
明
書
』
、

は
、
『
権
利
』

『資
格
』

『
理
由
』
等

で
あ
る
。

及
び

は
、『
椛
利
』
叉
は

『
特
樺
』
で
あ

る
が
、
山
野
の
鳥
獣
、
魚
介
、
鑛
物
等
に
付
い
て
の

王
の
特
樺
に
基
い
て
、
個
人
に
冤
許
さ
れ
た
特
樺
を
、

と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
此
の
意
味
に
お
け

る
個
人
の
権
利
を
、

叉
よ

と
も
い
ふ
。

は
、

『
役
権
』

の
意
味
も
有
す
る
。
た
と

へ
ば
、

等
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
叉
、

一
般
的
に
、
『
正
義
』
、
『
司
法
樺
』
、
『
法
廷
』
の
意
味
に
も
用

ひ
ら
れ
る
。

は
、『
秩
序
』

の
義
に
も
用
ひ
ら
れ
る
が
、

は
、
民
事
罰
又
は
秩
序
罰
で
あ
り
、
ま
た
、

と

同
じ
意
義
に
お
い
て
、

が
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と

へ
ば
、
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三
潴
博
士
著
『狗
逸
法
律
類
語
異
同
辮
』
(
野
津
)

(第
六
谷

第
二
號

二
五
〇
)

四

の
如
き
は
、
こ
れ
で
あ
る

(
八
二
頁
八
三
頁
)。

は
、
議
曾
の
協
賛
を
要
件
と
し
て
制
定
さ
れ
る
憲
法
上
の
法
律
に
対
し

て
、
輩
な
る
命
令
の
煮
味
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。

は
、
或
は

『
法
律
的
秩
序
』
、或
ぱ

『
法
規
』
、或
は

『
法
制
』
の
意
義
を
有
す
る

(
八
四
頁
)
。

は
、
地
方
自
治
艦
北
ハ
の
他

の
公
共
團
體

の
如
き
、

を
有
す
る
も
の
が
制
定
し
た
條
例
で
あ
る

(
四

一
頁

)。

三

次
に
、

に
關
し
て
、
博
士
の
述
べ
て
居
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
拾

つ
て
見
や
う
。

先
づ
、

は

『
事
實
』
で
あ
り
、

は
、
『
権
利
の
得
喪
変
更

の
原
因
た
る
事
蟹
』

で
あ
る
が
、
ま

た
、
人
の
行
爲
以
外
の
事
實
た
る

の
み
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る

(
五
〇
頁
五

一
頁
)。

『
近
頃
で
は
法
律
効
果
の
原
因
な
る
事
實
の
杢
膣
を

「
法
律
要
件
」

と
稻
し
、
此
要
件
を
構
成
す
る
各

個
の
事
賢
を

「
法
律
事
實
」

と
稻
す
る
人
が
多
い
。

例

へ
ば
、

法
律
行
爲
は

一
の

で
あ
つ
て
、
之
を
構
成
す
る
意
思
表
示
、
物
の
引
渡
等
を

と
謂
ふ
の
類
で
あ
る
。
本
邦
墨
者
も

多
く
之
に
依
つ
て
居
る
。

・

刑
法
學
者
は

を

「類
型
」
と
課
し
て
居
る

(
法
學
論
叢
三
二
巻
三
號
所
載
宮
本
氏

「類
型

に
つ
い
て
」
)。
猫
刑
法
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五
九
條
に
此
語
が
あ
る
、』
(
五

一
頁
)

右
の
如
く
博
士
は
、
刑
法
學
者
は
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d

を
類
型
と
課
し
て
居
る
と
い
つ
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
必
す
し
も
刑
法
學

者
全
部
が
そ
う
澤
し
て
居
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
刑
法
學
者
中
に
は
、「
類
型
」
と
諜
す
る
者
も
あ
る
こ
と
を
意
味
さ
れ
る
も
の

と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
右
に
掲
げ
た
文
章
全
體

か
ら
見
て
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
共
の
例
と
し
て
、
宮

本
氏
の
論
文
を
墨
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
小
野
博
士
は
本
書
を
批
評
し
て
、
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d

は
、
『構
成
要
件
と
諜
さ
れ
て
居
り
、

し
か
も
北
ハの
方
が

一
般
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
』
と
い
つ
て
居
ら
れ
る
が

(
法
協
五
四
巻

一
號

一
二
六
頁
)、
右
に
揚
げ
た
三
潴
博
士
の
所
説

に
も
明
か
に
記
載

さ
れ
て
あ
る
や
う
に
、
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
r
 
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d

が
、『
法
律
効
果

の
原
因
な
る
事
實

の
杢
膿
』
を
指
す
こ
と
を
認
め
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
本
邦
學
者
の
多
く
が
之
に
依
つ
て
怨
る
こ
と
嵐
述

べ
て

居
ら
れ
る
,『構
成
要
件
』
と
い
ふ
文
字
は
用
ひ
ら
れ
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、『
構
成
要
件
』
の
意
味
に
お
い
て
、
『法
律
効
果
の
原
因
な

る
事
實

の
杢
膣
』
と
い
つ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
評
者
は
、
此

の
二
つ
の
表
現
が
全
く
異
つ
た
意
味
を
有
す

る
も
の
と
で
も
考

へ

て
居
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
惟
ふ
に
、
短
か
く
い
ひ
表
は
す
が
爲
め
に
は
、『
構
成
要
件
』
と
い
ふ
の
も
或
は
適
詳
で
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
が
、
唯
だ

『樽
成
要
件
』
と
い
つ
た
の
で
は
、
北
ハの
構
成
要
件
の

一
部
た
る
個

々
の
法
律
事
實
を
観
念

せ
し
め
る
處
れ
が
な
い

で
も
な
い
。
例

へ
ば
、
申
込
は
契
約
の
構
成
要
件
で
あ
る
と
い
つ
た
や
う
な

い
ひ
表
は
し
方
の
如
き
之
れ
で
あ
る
。
申
込
丈
け
で
契

約
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
承
諾
を
も
必
要
と
す
る
。
申
込
と
承
諾
と
に
因
つ
て
、
諾
成
契
約

の
構
成
要
件
が
あ
り
、
其
の
構

成
要
件
が
あ
つ
て
、
は
じ
め
て
契
約
の
法
律
効
果
を
発
生

す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
申
込
は
契
約
の
構
成
要
件
に
圏
す
る
と
い
へ

三
潴
博
士
著
『
獨
逸法
律
類
語
異
同
耕
』
(野
津
)

(
第
六
谷

第
二
號

二
五
一
)

五



三
潴
博
士
著
『狗
逸
法
律
類
語
異
同
舞
』
(野
津
)

(第
六
巻

第
二
號

二
五
二
)

六

ば
、『
構
成
要
件
』

と
い
ふ
文
字
を
用
ひ
て
も
誤
解
を
生
ぜ
し
め
な
い
。
し
か
る
に
、
之
れ
を
梢
や
詳
し
く
い
ひ
表
は
す
の
に
は
、
三

潴
博
士
の
右
に
述
べ
て
居
ら
れ
る
や
う
に
、『法
律
効
果
の
原
因
な
る
事
實
の
全
体
』
と
い
ふ
の
が
、
最
も
適
謹

で
あ
り
、
こ
れ
な
ら

ば
、
上
蓮

の
如
き
談
解
を
生
ぜ
し
め
る
饒
地
は
杢
然
な
い
。
そ
し
て
、
本
書
は
僻
書
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
解
説
書
で
あ
る
か
ら
、

短
か

い
言
葉
で
諜
す
る
よ
り
も
、
和
や
詳
し
く
表
現
し
て
、
正
確
な
る
意
味
を
示
す
方
が
、
よ
り

一
暦
、
本
書

の
目
的
に
適
合
す
る

も

の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
況
ん
や
、
博
士
は
、
短
か
い
表
現
と
し
て
、『
法
律
要
件
』
と
い
ふ
諜
語
を
も
示
し
て
居
ら
れ
る
、『
構

成
要
件
』
と
い
は
な
く
と
も
、
『
法
律
要
.件
』
と
い
つ
て
悪
い
筈
は
な
い
。
民
法
學
者
は

一
般
に

『
法
律
要
件
』
と

い

つ
て
居
る
か

ら
、
民
法
學
者
た
る
博
士
も
亦
た
此
の
用
例
に
從
は
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
刑
法
に
お
い
て
も
、『
法
律
要
件
』
と
諜
し
て
よ
い
の
で
は

な
か
ら
う
か
。

博
士
ば
、
更
に
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
s
m
o
m
e
n
t

及
び
V
o
r
g
a
n
g
に
付
い
て
も
、
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
s
m
o
-

m
e
n
t

は
、
法
律
要
件
の
構
成
部
分
た
る
法
律
事
實
で
あ
り
、
或
は
箪
に
B
e
s
t
a
n
d
t
e
i
l

と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

V
o
r
g
a
n
g

は
、
廣
義
に
於
け
る
法
律
事
實
で
あ
つ
て
、
た
と

へ
ば
、
a
i
n
 
d
i
n
g
l
i
c
h
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
r
 
V
o
r
g
a
n
g

は
、
所
右
椛
其
の
他

の
物
椹
の
設
定
、
移
転

、
変
更

を
生
ぜ
し
む
べ
き
事
置
を
指
す
の
で
あ
る

(
五

一
、頁
)
。

四

本
書

が
世
に
現
ぱ
る
玉
や
、
學
者
は
競
っ
て
こ
れ
を
紹
介
し
且
賞
讃
の
蹴
を
惜
し
ま
な
い
。
法
學
志
林
三
七
雀
十
二
號
九
三
頁
以

下
朔
載
の
記
者
不
明

(
恐
ら
く
藥
師
寺
博
士
か
)
の
紹
介
文
、
東
教
授
の
新
刊
批
評

(
法
律
時
報
七
巻

一
二
號

一
三
二
五
頁
以
下
)、



及
び
小
野
博
士
の
紹
介

(
法
協
前
掲

一
二
四
頁
以
下
)
の
ご
と
き
、
之
れ
で
あ
る
。
特
に
、
小
野
博
士
及
び
東
教
授

の
外
國
法
研
究

の
必
要
を
詮
か
れ
た
の
は
、
吾
人
の
大
い
に
共
鳴
を
燕
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
岡
右
法
の
研
究
樹
立
は
、
勿
論
肝
要
な
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
研
究

の
方
法
と
し
て
は
能
ぶ
限
り
廣
く
月
つ
深
く
す
べ
き
で
あ
る
。
魅
史
的

の
研
究
も
、比
較
的
の
研
究
も
、

決
し
て
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
。
共
の
爲
め
に
外
國
書
を
読
む

こ
と
は
、
當
然
に
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
外
國
書
特
に
獨
逸
書
を

読
む

に
は
、
本
書
に
掲
げ
て
あ
る
智
識
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

博
士
は
、
序
に
依
れ
ば
、
か
ね
て
、
猫
和
法
律
僻
典
の
編
纂
に
着
手
せ
ら
れ
て
居
り
、
其

の
傍
ら
、
類
語
の
中
で
本
邦
人
に
談
解

さ
れ
易
く
、
叉
、
從
來
無
頓
着
不
正
確
に
課
出
さ
れ
來

つ
た
と
思
は
れ
る
も
の
を
、
蒐
集
し
て
居
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
相

當

の
敏
に
上
つ
た
爲
め
に
、
共
の
整
理
を
企
て
ら
れ
た
も
の
が
墓
礎
と
な

つ
て
、
本
書

が
世
に
出
る
こ
と

曳
な

つ
た

の
で
あ
る
。
博

士
は
言
は
れ
る
、『
別
に
所
謂
種
本
も
な

い
の
で
あ
つ
て
、
得
る
に
從
つ
て

「
カ
ー
ド
し
に
と
り
來

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
』

『
其
内
容

も
主
と
し
て
私
法
殊
に
民
法
に
關

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
自
分
と
し
て
は
己
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
』
と
。
此
の
博
士
の
序

に
依
つ
て
も
明
か
な
る
ご
と
く
、
法
律
類
語
の
異
同
を
明
か
に
す
る
も

の
と
し
て
、
本
書
は
、
最
初

の
且
つ
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
丈
け
に
、
我
が
國
の
獨
逸
法
學
界
に
炬
火
を
黙
ぜ
ら
れ
、
道
し
る
べ
を
示
さ
れ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
を
得

や
う
。
そ
う
し
て
、

本
書
が
民
法
の
方
に
重
き
を
置
か
れ
、
彩
多
の
獨
逸
及
び
我
が
國

の
民
法
書
を
引
用
せ
ら
れ
て
あ
る
の
は
、
博

士
が
か
ね
て
民
法
學

者
で
あ
ら
れ
、
民
法
に
關
す
る
造
詣
の
深
い
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
亦
、

一
肝
、
民
法
學
に
志
す
者

に
と
っ
て
、
絶
好
の

指
針
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
潴
博
士
著
『
狽
逸
法
律
類
語
異
同
癖
』
(
野
津
㌧

(第
六
巷

第
二
號

二
五
三
)

七



三
潴
博
士
著
『
獨
逸法
律
類
語
異
同
辮
』
(野
津
)

(
第
六
巻

第
二
號

二
五
四
)

八

本
書
ば
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
博
士
の
獨
逸
法
及
び
民
法
に
關
す
る
豊
富
な
る
智
識
経
験

の
片
鱗
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
・

本
書
に
基
げ
て
な
い
黙
に
付
い
て
も
、
勿
論
、
博
士
の
示
教
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
行
文
も
雫
易
簡
潔
に
し
て
、
何
人
に

も
理
解
し
易
く
、
凋
逸
法
學
書
を
読
む

ほ
ど
の
考
は
、
必
す
、

一
本
を
座
右
に
備
ふ
べ
き
で
あ
る
。
敢

へ
て
江
湖
に
推
薦
す
る
所
以

で
あ
る

(定
債
二
圓
有
斐
閣
磯
行
)
。


